
「わたしたちのまごころプラン～くにたち福祉活動計画」基盤整備計画（ベースプラン）概要・評価表

１．社会福祉協議会の会員の拡充

 減少傾向にある会員制度について、委員会設置など
により会員の拡充、自己財源である会費の増収につい
て検討。

●

2013年(平成25年)に会員会費制度のあり方検討委員会を設置し、2013年度(平成25年度)は4回開催。2014年度(平成26年度)は2回開催し、6月25日の答申に基づき、2015年度(平成27年度)より会
員規程を改正し、会員名称を“個人会員”“一般世帯会員”“特別世帯会員”“法人・団体会員”に変更した。また、会員の種別による会員サービスを設け、会員加入のメリットを明確にする
と同時に、かるがも利用者や車椅子利用者、ふるさとサロン等社協事業の利用者への会員促進を行った。また、会員制度の変更に伴い、延べ14か所で協力員向け、市民向けの説明会を実施し、
自治会や老人会の会合等で案内する等の取り組みを継続的に行ってきた。そのような取り組みの中、2014年度(平成26年度)は、11年ぶりに会員数及び会費が増加に転じ、2015年度(平成27年度)
も増加傾向は続き、会員会費の増強・拡大に一定の効果があった。しかし、基盤となる地区ごとの会員数は減少傾向にあり、継続して課題となっている。（2013年(平成25年)　会員数：2,964
名　会費総額：3,046,950円、2014年(平成26年)　会員数：3,040名　会費総額：3,074,200円、2015年(平成27年)　会員数：3,259名　会費総額：3,292,300円）会員制度については、会費額が
小額であることや、自治会等でまとめて納めている場合もあり、会員になっている意識が低いという問題点がある。また、自治会を通じての会員増強は限界がきているため、市民一人ひとりに
社協を知ってもらい、活動を可視化していくことや、会費の使い道のさらなる情報公開が今後重要となってくる。加えて、会費以外の収入源を考えていく必要もある。

２．社会福祉協議会の広報の充実

　広報誌、パンフレット、リーフレット、ガイド類、
ホームページへの市民の意見を盛り込む手段、方法な
ど市民参加について検討。

●

2013年度(平成25年度)から広報誌まごころに広報モニターを設置し、市民から意見を聞く機会を作っている。その意見を元に2014年(平成26年)5月より、A4、8ページだてのものから、タブロイ
ド版、4ページだてのものにリニューアルをし、文字の大きさや読みやすさに配慮した。ホームページでは、Smile Photo for Kunitachi～笑顔の写真公募を継続して実施し、トップページに掲
載する写真を市民より提供してもらっているほか、2014年(平成26年)1月より法人Facebookを開始し、迅速に社協事業の告知や実施報告を行っている。ガイド類は、2014年度(平成26年度)にく
にたちふくしガイド2014-2015を発行。2016年度版の作成を検討中である。子育て応援ガイドは2009年度(平成21年度)にリニューアル版として発行したものの頒布完了に伴い、2015年度(平成27
年度)WEB版の子育て応援ガイドを作成し、2016年度(平成28年度)より運用を開始している。WEB版では子育て中の方から写真と文章を投稿してもらえるページを設け、子育て中の方により身近
な情報提供に努めている。2010年(平成22年)に発行したKuni☆teen’sについては、中高生の意見を取り入れて作成したものであるが、頒布が完了していないため、新たな企画について媒体を
含め検討することや、より子ども達や保護者に手に届く頒布方法の検討が必要である。

３．社会福祉協議会による民間組織の
活動援助

　民間組織が必要としている支援を把握し、社協によ
る支援内容の具体化を検討。

●

社協として民間組織を支援していくために、2015年(平成27年)3月には小地域での福祉活動を推進する助成事業運営規程を定め、助成事業の整備を行っている。今後、小地域活動の進展に合わ
せて、この助成事業を活用して、地域の福祉活動を財政的な側面から支援をしていくことが必要である。また、ボランティアセンターでは多種多様な団体と協働しており、１例として東京ボラ
ンティア・市民活動センターの依頼により、三菱東京ＵＦＪ銀行新入社員研修を市内団体・施設と協働しおこなっている。また、「どんど焼き」では、立川青年会議所国立支部の協力を得て参
加しており、「わくわくこどもフェスタ」では、立川子ども劇場に協力をしている。また、2015年度(平成27年度)には国立市社会福祉法人連絡協議会を発足し、市内の社会福祉法人の連携強化
や情報交換の場を設置した。今後、協働してできる地域貢献事業について検討を進めている。

４．社会福祉協議会による子育て・子
育ち支援事業の充実

　かるがも、子育ち部会による活動や、子育て応援ガ
イド、kuni☆teen’sの活用など、子育て・子育ち支
援事業のあり方と社協の役割について検討

●

かるがも部会では乳幼児とその保護者を対象として、子育て広場“かるがも”を定期的に実施している。かるがも参加者は“かるがも”以外のイベントにも来場し、市内への周知は進んでい
る。また、子育ち部会では小学生から高校生を対象とした意見交換や企画を実施し、小学生を対象とした企画（夏休みの親子教室、小学生の保護者向けの講演）を開催するなど、一定の成果を
得ている。現在小学生向けの講座は市内でも多数開催されているため今後、中高校生を対象とした事業についても考えていく必要がある。また、コミュニティソーシャルワーカーの配置によ
り、子どもの貧困やひきこもりへの対応、中高生の居場所づくりなど、狭間の課題が見えてきたため、社協が果たしていく役割について、関係機関との連携も含め検討を進めていく必要があ
る。　子育て応援ガイドは、2016年度(平成28年度)に冊子版からWEB版に媒体を変更し、運用を開始した。なお、社協が市内の中学生等と関わって発行したKuni☆teen’sは、発行から7年経過
したが、頒布が完了しておらず、継続の可否も含め検討が必要と思われる。

５．社会福祉協議会の権利擁護機能の
充実

　地域福祉権利擁護事業や成年後見制度利用支援、虐
待防止等、社協が担っている権利擁護機能の充実を検
討

●

東京都社会貢献型後見人養成研修は、2009年度～2013年度(平成21年度～25年度)で13名が修了しており、現在2名が市民後見人として活動している。法人後見受任は延6件、後見監督は2件。東
京都の後見人養成事業は2013年度(平成25年度)で終了しており、以降は各自治体での取り組みとなっているが、国立市では実施していないため、今後の検討課題となっている。地域福祉権利擁
護事業における生活支援員は現在16名。権利擁護センターとしては行政、地域包括Ｃとも連携をしながら業務をすすめている。利用者は増加傾向にあり、一定の成果が出ている。今後も引き続
き個別ケースに応じた丁寧な対応が必要である。

６．サロン事業の充実

　高齢者の多様なニーズにこたえながら、現行サロン
の定着を目指す。また、地域により密着した形での新
たな展開を検討

●

福祉会館で開催している「くにたちふるさとサロン」では、60歳以上の住民を対象に“同郷”“ふるさと”をキーワードに仲間づくり、外出の機会づくりを目的に開催し、参加者は年々増加し
ている。2013年度(平成25年度)：371名、2014年度(平成26年度)367名、2015年度(平成27年度)399名。「くにたちなつメロサロン」では、60歳以上の住民を対象に懐かしい童謡、唱歌などの歌
唱を通じた仲間づくり、外出の機会づくりのため年4回開催。年間延べ500名前後の方が来場している。2013年度(平成25年度)：442名、2014年度(平成26年度)：519名、2015年度(平成28年
度)493名。名画鑑賞を通じた仲間づくりを目的として開始した「くにたちキネマサロン」（2013年(平成25年)に休止）を除き、おおむね現行のサロン事業は定着してきているため、内容や開催
回数などのさらなる充実が期待される。地域に密着した新たなサロン事業の展開として、西地区での「身近な場所に出かける場所が欲しい」という住民のニーズを受け、2014年度(平成26年度)
より、持ち寄り昼食会である「西の食卓」が西福祉館で月１回開催され、住民が主体となり運営が行われている。参加人数は毎回10人～15人で、身近な外出先、地域における居場所、見守りの
場となっている。今後は福祉会館を拠点にした既存のサロン事業の充実も図りつつ、地域住民が主体となった地域密着型サロン事業がより活発となるよう、支援していく必要がある。

７．ボランティアセンターの基盤強化

　ボランティアセンター機能の充実と各種講座修了者
への活動支援のあり方について検討。また、災害時ボ
ランティアセンターのあり方、機能についても検討。

●

ボランティアセンター機能の充実については、概ね月1回運営委員会を中心に検討している。取り組むべき課題の一つとして、マンパワーとしての外部協力者の充実が必要であり、ボランティ
ア活動の啓発・普及をより充実させるために広報等の専門委員会を設置する準備を進めている。また、ボランティアセンターが実施した講座等のフォローとしては、グループ化をすすめ、活動
のコーディネート、会議スペース、レターボックスの提供、ホームページ上でのグループの紹介、ボランティア保険の手続きの協力等を実施している。個人のボランティアには活動情報の提供
等を継続的に実施している。ボランティアグループについては活動の充実、活動の自立を図るための経費の助成についても希望があり検討課題となっている。災害ボランティアセンターコー
ディネートマニュアルについては、2005年度（平成17年度）に内部プロジェクトにて策定し、近年の災害時のボランティアの状況等から、2013年度（平成25年度）ボランティアセンター運営委
員会で災害時のセンターのあり方について、改めて集中的に検討し、設置等にむけての更なる課題を抽出・整理をした。以降、ボランティアセンターの講座では行政や災害支援団体等との協働
により、市民向けに災害等の講座を開催し、啓発活動を実施している。今後の課題としては、設置体制や訓練等による内容の検証が必要となっている。また、特に災害時においては日常的なつ
ながりが重要となるため、地域のつながりづくりにも力にも力を入れていく必要がある。
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●

【障害者センター】（指定管理）
2013年度（平成25年度）、福祉サービス第三者評価を受審した。結果は保護者会で報告し、なおかつ評価機関のホームページに掲載されていることについて職員を含め周知した。取り組むべき
課題としては、①「所内研修等の一般への公開」については、ケースに関係する内容が多く含まれることから、広く公開できないこともあるが、2016年度（平成28年度）には、施設の防犯講習
を公開実施することにした。②「館内掲示板の工夫」については、必要時により、見やすい掲示へと改善した。③「個別支援のマニュアル化」については、マニュアル作成に着手しており、事
業内容の改善に役立てている。・建物については、築30年を超え、老朽化が目立つようになってきた。これまでもエレベーターの老朽化による取り換え、3階や1階部分の雨漏り、扉の破損や厨
房設備の不具合など様々な修繕が必要となってきた。その都度、国立市と協議し修繕を行ってきたが、今後大規模な修繕が必要になってくる可能性は十分考えられる。
今後も国立市と協議を続けていくのはもちろん、2016年度（平成28年度）から実施されている、国立市行政管理部による「国立市公共施設調査マニュアル」に基づき施設点検を行っていく。な
お、保護者会から外壁を塗り直したいとの要望を毎年国立市に提出しているが、その点については市との調整が合わず未実施となった。・毎年7月に、保護者、グループホームスタッフとの個
別面談を実施している。あさがおでの様子を伝えるとともに、家庭やグループホームでの過ごし方を把握し、利用者が充実した毎日を送れるよう情報の共有化を図った。またあさがおへの要望
もきちんと受け止め、より良いサービスが提供できるよう努力を続けてきた。そういった努力が認められ、2016年度（平成28年度）からの5年間も指定管理を受けられることになった。今後も
毎日の支援を丁寧に行い、利用者・家族との信頼関係をより充実させていくとともに、利用者の地域生活を支える拠点として努力を続けていく。・自立促進事業については、相談・情報・文
化・交流の各事業、パソコン等を活用した印刷・入力作業、グループ活動を実施し、2015年度（平成27年度）については、延べ1,300人を超える利用実績となった。情報発信については、より
多くの利用者の参加促進を目的にホームページ・Facebook等の特性について検討したが、未実施となっている。

●

【あすなろ】（指定管理）
2013（平成25）年度に福祉サービス第三者評価を受審し、この評価結果をインターネット上で公開するとともに、保護者会において公開状況と評価内容の説明を実施した。この評価で①「利用
者のさらなる増加についての取り組み」と②「室内環境の整備と安全で快適なスペースのさらなる充実のための計画的な改修」の2点について改善が望まれる、との指摘を受けた結果を踏まえ
て、以下の取り組みを実施している。①都立府中けやきの森特別支援学校との連携強化に努め、進路担当者との情報交換会を毎年度当初に実施している。②2016（平成28）年4月にシャワー室
の浴槽除去と床面の改修を行い、浴室用ストレッチャーを購入して、新たなスペースで夏季のシャワーサービスを実施している。建物設備の改修は、今後国立市行政管理部による「国立市公共
施設調査実施マニュアル」に基づく施設点検を経て実施が予定されている。・あすなろ利用者のトータルな地域生活を支えるために、ショートステイ事業者や居宅介護事業者等との連携に努め
ている。あすなろ利用者の多くが毎週1回は利用しているショートステイ事業所には、毎年継続的に職員が訪問し、食事介助やその他の身体介護の方法等の情報交換を実施している。さらに
ショートステイ事業者の来訪も積極的に要請し、職員に来所してもらい、あすなろでの利用者の様子や介助方法についての情報交換も実施している。また、あすなろ利用者が利用している居宅
介護事業者にも来所を要請し、担当職員の来訪を受けて、日中活動の様子や身体介護やコミュニケーションなどの情報交換を実施している。さらに、毎年複数回にわたって、市内他事業所職員
を所内研修講師として招き、事業内容の現状や課題等を講義してもらい、あわせて情報交換なども積極的に行い、連携を図っている。

●

【くにたち福祉会館】（指定管理）
福祉会館事業としては、高齢者健康体操、初心者フラダンス教室を継続して実施。高齢者健康体操は定員400名のところ430名前後の応募が毎年ある。初心者フラダンス教室は、受講修了後は自
主サークルとして活動するなど活動の幅が広がっている。その他、振り込め詐欺被害の増加に対応し、2013年度(平成25年度)振り込め被害防止講座を実施するなど、利用者のニーズや必要性に
応じた事業を実施している。また、福祉会館2階にある老人福祉センターでは、高齢者の生涯学習や健康づくりとして行っているサークル活動の支援を継続して行っている。・社協管理による
利点を活かした取り組みとしては、くにたち福祉のつどいや福祉バザーなど、福祉会館を利用した、住民参加による実行委員会形式をもって取り組んでいるイベントを開催することで、福祉会
館が広く住民が参加、交流できる場となっている。また、月1回子育て支援ひろばかるがもを実施しており、多くの子育て中の方同士の交流の場となっている。その他、住民参加型の防災訓練
や防災、減災の啓発事業を実施している。・福祉会館の修繕については、2015年度(平成27年度)外壁等改修工事を行っている。2016年度(平成28年度)は屋上防水工事を予定しており、計画的な
修繕を実施している。その他、日常的な施設管理としては、不良箇所は適宜修繕を実施し環境整備に努めているが、築20年を超えているため、修繕が間に合わない状況である。

●

【デイホーム事業】（受託事業）
平成25年の国立市の事務事業評価で、利用者負担の適正化の指摘をうけて、市と協議し事業内容の精査を行い、平成27年度よりプログラムの回数の変更、昼食費の実費負担を実施した。しかし
ながら、費用負担増により、利用者が激減傾向となっており、現在、試行錯誤を行っている。平成28年度からは要支援の方の受け入れを可能としたが、もともと送迎はなく、施設設備や昼食な
ど、自立した方でなければ通所が難しいことから、新規希望者の申請は少ない。現利用者の多くは、10年以上変わりなく元気に通所し、介護予防という面で一定の成果が見られている。現在は
抜本的な変更も視野に入れ、事業内容についての協議を市と検討している。

●

【地域包括支援センター福祉会館窓口】（受託事業）
相談件数…21013年度865件、2014年度827件、2015年度982件、サービス手続き件数2013年度192件、2014年度223件、2015年度327件とそれぞれに増加している。市包括支援センターと連携をと
り、認知症サポーター養成研修、高齢者虐待防止マニュアル作成等に協力してきた。また、デイホーム事業、権利擁護センター、老人福祉センターなごみ等社協内の他部署やコミュニティソー
シャルワーカーと連携し、アウトリーチも展開してきた。・地区民生委員協議会と連携をとってきたが、自治会、老人クラブとの連携は十分とは言えない。・介護保険法改正に伴う日常生活総
合支援事業においてはサービス提供と地域づくりとの関連が指摘されており、両方バランスを取りながら進める必要がある。今後、社協内における地域包括窓口の役割も検討、検証が必要に
なってきている。

●

【家計相談支援事業】（受託事業）
家計相談支援事業は、2015年(平成27年)4月の生活困窮者自立支援法の完全施行に伴い、自立相談支援機関（国立市）が選択メニューとして実施する事業であり、社協では、2014年(平成26
年)10月からモデル事業として受託し、現在に至っている。　社協では、貸付事業を行っており、貸付事業の相談者には家計の見直し等が必要な世帯も多く見受けられるため、支援が必要な方
の発見に相乗効果が得られている。また、家計相談支援事業の相談者の中には、複合的な問題を有している方も見受けられ、金銭面以外の支援が必要な方に対して、コミュニティソーシャル
ワーカーが関わっていくケースもある。平成27年度の相談対応件数は65件、支援調整会議を経てサービス利用決定に至ったケースは9件である。家計相談支援事業は相談者の意思と共に、自立
相談支援機関である国立市が実施する支援調整会議のサービス利用決定を経て支援を行っていくことになるので、国立市との連携は不可欠であり、毎月定例で開催される支援調整会議に本会の
家計相談員が出席しているほか、国立市との情報交換会を毎月1回行い、随時国立市とは連携をとりながら事業を実施してきている。また、市民向けの啓発事業の１つとして、27年度には「老
後破産をしないためには・・・」というテーマで講演会を行っている。

９．まごころプランの推進（コアプラ
ン・マイプラン）

　地域福祉活動計画「わたしたちのまごころプラン」
推進のための委員会設置などの手段、方法の検討。

●

まごころプランを推進していくための具体的な手段、方法として、コアプラン、マイプランの進捗状況を定期的にチェックするための委員会を常設で設置することなどを検討していた。　しか
し、社協以外の多様な活動を常に把握していく仕組みづくりの難しさや、作業にかかるマンパワーの面、また、マイプランについては委員会による審査を要件として想定していたこと等によ
り、実現に至らなかった。　まごころプランのうち、社協が実施主体となるベースプランについては、ベースプランを推進するための計画である「組織強化計画」を策定するために策定委員会
を組織し、2014年（平成25年）3月に、平成25年度～27年度までの3カ年計画である第3次組織強化計画を策定した。組織強化計画では、既存５７事業について事業評価を行うとともに、主要１
０事業について３カ年の強化計画を策定するなど、運営方針の明確化を図り、社協各事業の強化に努めた。今後、モニタリングを行うプロジェクトチーム等の検討と、マイプランに登録するこ
とのメリットについても検討が必要と思われる。

８．社会福祉協議会の指定管理、受託
施設・事業の運営

　指定管理者制度へ移行した事業（障害者センター、
あすなろ、くにたち福祉会館）、受託経営事業（デイ
ホーム事業、地域包括支援センター地域窓口）の運営
と行政機関との協働関係について検討。
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